
米子市バリアフリー環境整備促進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、米子市バリアフリー環境整備促進事業補助金（以下「補助金」という。）

の交付に関し、米子市補助金等交付規則（平成１７年米子市規則第４６号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成１８年法律第９１号。以下「法」という。）において使用する用語の例に

よる。 

（交付目的） 

第３条 補助金は、民間の建築主等が法第１７条の規定により所管行政庁により認定された

建築物（以下「認定特定建築物」という。）の建築物特定施設について、移動等円滑化の

ために必要な措置を講ずることを促進することを目的として交付する。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、社会資本整

備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付け国官会第２３１７号）に基づき市内に

おいて民間の建築主等が行う同要綱附属第Ⅱ編第１章イ－１６－（６）第５項第３号に掲

げる事業とする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事

業の実施に要する経費（工事請負費、委託料その他市長が適当と認めるものに限る。）と

する。 

２ 補助対象経費の額について、仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消

費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係

る消費税額として控除することができる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。）

が含まれる場合は、当該仕入控除税額は、控除する。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の額に３分の２を乗じて得た額（その額に１,０００

円未満の端数があるときは、その端数を切り上げて得た額）を超えない範囲で市長が定め

る額とする。ただし、７５０万円を限度とする。 

 



（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、米子市バリアフリー環境整備促進事業補助金

交付申請書（別記様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）補助対象事業実施計画書（別記様式第２号） 

（２）米子市バリアフリー環境整備促進事業収支予算書（別記様式第３号） 

（３）補助対象事業の実施に要する経費に係る見積書の写し 

（４）建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト 

（５）補助対象事業に係る建築物（以下「補助対象建築物」という。）の付近の見取図 

（６）補助対象建築物の配置図（縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の 

位置が分かるもの）及び平面図（縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに主要部分の 

位置及び寸法が分かるもの） 

（７）法及び鳥取県福祉のまちづくり条例（平成２０年鳥取県条例第２号）に基づいて整 

備を行う部分の詳細図 

（８）補助対象建築物の所有者を確認することができる書類 

（９）認定特定建築物の認定書の写し 

（10）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 補助金の交付を受けようとする者は、第１項の規定による申請の時において補助対象事

業に係る仕入控除税額が明らかでないときは、第５条第２項の規定にかかわらず、仕入控

除税額に相当する額を含む補助対象経費の額をもって算出した補助金の額（以下「仕入控

除税額を含む額」という。）の交付を申請することができる。この場合において、当該仕

入控除税額を含む額は、補助金の額を限度とする。 

 

（交付の決定及び通知） 

第８条 市長は、前条第１項の申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を行うことと決定したときは米子市バリアフリ

ー環境整備促進事業補助金交付決定通知書（別記様式第４号）により、交付を行わないこ

とと決定したときは米子市バリアフリー環境整備促進事業補助金交付申請却下通知書（別

記様式第５号）により、申請者にその旨を通知するものとする。 

３ 市長は、前条第３項の規定による申請があった場合は、第５条第２項の規定にかかわら

ず、仕入控除税額を含む額の範囲内で補助金の交付の決定をすることができる。 

 

（補助対象事業の着手） 

第９条 前条第２項の補助金交付決定通知書を受け取った者（以下「補助対象者」という。）

は、当該通知書を受け取った後、速やかに、補助対象事業に着手するものとする。  

２ 補助対象者は、補助対象事業に着手したときは、直ちに、米子市バリアフリー環境整備

促進事業着手届出書（別記様式第６号）を市長に提出しなければならない。 



３ 前項の届出書には、補助対象事業に係る請負契約書の写しを添付しなければならない。 

 

（軽微な変更） 

第１０条 補助対象事業に係る規則第１１条第１項に規定する市長の定める軽微な変更は、

補助対象経費の額の変更又は補助対象事業の完了年月日の変更（当該年度において完了し

ない場合に限る。）以外の変更とする。 

 

（実績報告） 

第１１条 補助対象者は、補助対象事業が完了した日から起算して３０日を経過する日又は

第８条第１項の規定による補助金の交付の決定のあった日の属する年度の３月３１日（補

助対象事業が完了している場合に限る。）のいずれか早い日までに、米子市バリアフリー

環境整備促進事業実績報告書（別記様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）補助対象事業実施報告書（別記様式第２号） 

（２）米子市バリアフリー環境整備促進事業収支決算書（別記様式第３号） 

（３）補助対象事業に係る請負契約書の写し（当該契約に変更があった場合に限る。） 

（４）補助対象事業の成果を示す資料等（工事写真、図面等）  

（５）補助対象事業の実施に要した経費に係る請求書又は領収書の写し 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 補助対象者は、第８条第３項の規定による補助金の交付の決定を受けた場合は、第１項

の規定による報告に際し、補助対象経費の額から当該報告の時点で明らかになっている補

助対象事業に係る仕入控除税額（第１４条第１項において「実績報告控除税額」という。）

に相当する額を控除して得た額（当該交付の決定に係る補助金の額を限度とする。）を精

算額として報告しなければならない。 

４ 補助対象者は、当該年度の３月３１日までに補助対象事業が完了しなかったときは、米

子市バリアフリー環境整備促進事業進捗状況報告書（別記様式第８号）に同日までの補助

対象事業の進捗の状況が分かる設計図書、出来高の算定の基礎となる資料等を添付して、

これらを当該年度の翌年度の４月５日までに市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、第８条第３項の規定により補助金の交付の決定をした補助対象事業につ

いて前条第３項の規定による報告があったときは、当該交付の決定の額を変更して補助金

の額を確定するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１３条 補助金は、第１１条第１項又は第４項の規定による報告があった後に支払うもの

とする。 

２ 補助対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、規則第２０条第２項の請求書を



市長に提出しなければならない。 

 

（補助対象事業に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１４条 補助対象者は、第１１条第１項の規定による報告をした後に消費税及び地方消費

税の申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額を超え

るときは、速やかに、米子市バリアフリー環境整備促進事業仕入控除税額確定報告書（別

記様式第９号）により、その旨を市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による報告があったときは、規則第２２条第２項の規定より、補助

対象者に対し、補助金の返還を命ずるものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年１月２２日から施行する。 


